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　農業振興地域の整備に関する法律の規程により、農用地区域から除外申出をするにあたり、下記の条件を履行することを誓います。

記

１　申出が認可されたときは、認可された目的以外には利用しないこと。

２　申出が認可されたときは、すみやかに農地法の規程による転用申請をすること。

３　申出地の周辺農用地等の耕作やその維持・管理等に、将来にわたり支障を与えないこと。

４　申出地の周辺農用地等に係る、農業用の用排水施設や道路等に支障のないように措置をすること。

５　道路、水路等の維持・管理及び保守のため当該土地を使用する必要が生じた場合は協力すること。

６　申出地に係る土地について、公共団体等が行う農政に関連する事業に支障をきたす場合は必要な措置をとること。
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